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(57)【要約】
スイッチ１８の操作によって、被写体上において不可視
イメージを発光させた状態で、被写体上において不可視
イメージが内在する位置を観測しながら、簡易に撮影が
できる。基体１２と、不可視光線（ブラックライト）を
発する発光体１５と、周囲光を取り入れて被写体上に存
在する可視イメージと発光された状態の不可視イメージ
とを直接的に観測できる観測窓１３と、ミラー１６と、
基体に対して固定的に設定されたカメラ１４とを有する
。不可視イメージがミラー１６で反射され、マッピング
されたイメージがカメラ１４で撮影され、元の不可視イ
メージへと再構築が可能である。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体上において不可視イメージを発光させた状態で、被写体上において不可視イメー
ジが内在する位置を観測しながら、不可視イメージを撮影することのできる装置であって
、
　被写体上に直接的に置かれることができる、基体と、
　基体から延在していて、周囲光を採り入れて被写体上に存在する可視イメージを直接的
に観測できる、観測窓と、
　不可視イメージを発光させる不可視光線を発する、発光体と、
　ミラーと、
　光学系と、
　基体に対して固定的に設定された、カメラとを有し、
　前記観測窓は、被写体上において不可視イメージが前記発光体からの光によって発光さ
れた状態を、少なくとも１の方向から直接的に観測できるように設定されていて、
　前記ミラーは、前記発光させた状態の不可視イメージを含んでいる前記少なくとも１の
方向とは異なる方向から入射されるイメージを反射して、マッピングされたイメージを前
記光学系へと導くように設定されていて、
　前記光学系は、前記ミラーから導かれるマッピング・イメージを、前記カメラへと導く
ように設定されている、
　前記装置。
【請求項２】
　前記ミラーと前記発光体との間の空間的位置は、前記ミラーに向かって前記発光体から
発する光を導いて反射させて、前記基体が被写体上に直接的に置かれた際に、前記観測窓
が前記被写体を覆う部分に光が拡散できるように設定されている、
　請求項１記載の装置。
【請求項３】
　さらに、カメラによって撮影されたマッピング・イメージを蓄えることができるメモリ
を有する、
　請求項１記載の装置。
【請求項４】
　さらに、外部デバイスと接続するための出力コネクタを有し、
　前記メモリに蓄えている撮影されたマッピング・イメージを、外部デバイスに送ること
ができる、
　請求項３記載の装置。
【請求項５】
　さらに、ユーザが操作するスイッチを有し、押された状態にある時間が所定時間よりも
長い場合には前記発光体を点灯させ続け、押された状態にある時間が所定時間よりも短い
場合には、カメラにより撮影する、
　請求項１記載の装置。
【請求項６】
　前記観測窓を前記基体に対してヒンジ取付けにして、
　観測窓がヒンジによって跳ね上げられることに連動して、前記光学系が、前記ミラーか
ら導かれるものではないイメージについても、前記カメラへと導くことに対応できるよう
に設定されている、
　請求項１記載の装置。
【請求項７】
　請求項１記載の装置を利用して、被写体上において発光された不可視イメージを撮影す
る方法であって、
　ユーザが前記スイッチを押している時間が所定時間よりも長い場合には、不可視光を発
するステップと、
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　ユーザが前記スイッチを押している時間が所定時間よりも短い場合には、発光されてい
る状態の不可視イメージを撮影するステップと、を有する、
前記方法。
【請求項８】
　さらに、
　前記カメラによって撮影されたマッピング・イメージをメモリに蓄えるステップと、を
有する
　請求項７記載の方法。
【請求項９】
　前記メモリに蓄えている撮影されたマッピング・イメージを、外部デバイスに送るステ
ップと、を有する
　請求項８記載の方法。
【請求項１０】
　請求項１記載の装置を利用して、被写体上において発光された不可視イメージを再構築
する方法であって、
　請求項１記載の装置から、前記発光させた状態の不可視イメージを含んでいる撮影され
たマッピング・イメージを受け取るステップと、
　受け取ったマッピング・イメージを、前記被写体上における不可視イメージに再構築す
るステップと、を有する
　前記方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被写体上に内在する不可視イメージを観測しながら簡易に撮影ができる装置
、および、それを利用する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　デスクトップパブリッシング（ＤＴＰ）等、コンピュータを利用した新聞や雑誌の編集
出版方式の普及により，そこに印刷される記事や写真はデジタル化されたオリジナルコン
テンツとしてサーバに蓄積されており、インターネットを利用してこのコンテンツをパー
ソナルコンピュータ（ＰＣ）、個人用携帯用情報端末（ＰＤＡ）、専用機器や携帯電話に
有料で提供するようなビジネスがおこなわれている。しかし、メディアとしての紙はその
情報量や利便性から依然として利用の中心であり、特に出版関係者はこの紙とデジタルコ
ンテンツを何らかの形で結びつけて、サーバに眠るデータをビジネスとして利用したいと
考えている。
【０００３】
　例えば，携帯電話に搭載されたカメラを使って、広告や雑誌に記載されたＱＲコード（
２次元（２Ｄ）バーコードの一種として周知であり、特に、日本で普及している）を読み
取らせ、ウェブサイトへアクセスさせることも一般的に利用されるに至っており、新聞や
雑誌から音楽の視聴をさせるサービスも利用されている。
【０００４】
　また、ＱＲコードを新聞や雑誌に印刷すると、どうしても見栄えが悪くなり、紙面上の
構成も考えなければならないため、通常の周囲光や環境光だけでは目には見えない不可視
バーコード技術を使い、どこでも自由に不可視ＱＲコードを配置できる電子スクラップシ
ステムが開発されている。
【０００５】
　特開2006-229894号公報（出願公開日は2006年8月31日）は、紙、プラスティック、ある
いは布等の物理的媒体の印刷物とデジタルコンテンツとを結びつける方法として発明され
た「電子スクラップシステム」を提案するものである。この技術の原理では、従来の印刷
物に対して、肉眼では透明に見えるような、ステルスインク、不可視インクが利用されて
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いる。このインクを利用することによって、コンテンツに関連する情報を２次元（２Ｄ）
バーコードとして通常では見えない状態で付加印刷し、通常では印刷物面上に情報が内在
された（隠した）状態にしておくことができる。
【０００６】
　電子スクラップシステム対応のデジタルカメラ付き携帯電話などを用いて、紫外線や赤
外線が追加的に利用されることで、情報が「発光され」または「反応」し蛍光を発したり
光を吸収したりする性質に従って、その存在を明らかにできる。可視の通常画像と一緒に
この情報やこれに関連する情報を表示して利用するものであり、この情報をサーバのオリ
ジナルのデジタルコンテンツと結びつけることにより、さまざまなサービスが提供できる
基本となる方法を提案している。
【０００７】
　この方法を用いることで、印刷物の可視情報または可視イメージの見栄えや構成を気に
することなく、文字や写真、イラスト等どこにでも不可視情報を埋め込み、従来の印刷物
に新たな付加価値を与えるハイブリッド書籍を作ることが可能となる。
【０００８】
　従来のＱＲコードのリーダとしては、デジタルカメラ付携帯電話での利用が一般的であ
り、携帯電話の画面（液晶ディスプレイによる表示が普及している）上においてＱＲコー
ドを間接的に表示させながら撮影し、この画像を内蔵されるＱＲコードリーダのソフトウ
ェアを利用してデコードしている。そのままインターネットに接続できるため、このよう
な機能はほとんどのカメラ付携帯電話に標準で搭載されている。
【０００９】
　ＱＲコードを直接的には観測することなく、画面に表示されている状態を間接的に観測
しながら、ＱＲコードが画面内に納まるように気をつけながら、かつ、被写体との距離を
適宜調節してピントを合わせる必要がある。従って、ユーザによる手ぶれを起こしやすく
、操作にある程度の慣れを必要とする。このため、ユーザビリティを向上させるべく、携
帯電話やＵＳＢカメラを固定するための特別なアダプターが販売されているほどである。
【００１０】
　また、画面に表示させる状態で間接的に観測しなくてはならないと、新聞等の紙面の広
い印刷物が被写体になる場合には、特にそうであるが、広い範囲の一体どのあたりの部分
にバーコード等の情報が内在して（隠れて）印刷されているかを直感的に見極めて探し出
すことは容易ではない。
【００１１】
　一方で、携帯電話で得られた情報をパーソナルコンピュータ（ＰＣ）で利用しようとい
う場合は、チャット等で使われているＵＳＢカメラが一般的で、これを印刷物のＱＲコー
ドにかざして撮影しＰＣにインストールされたＱＲコードリーダのソフトウェアで処理す
ることになる。
【００１２】
　従来のＵＳＢカメラでは、カメラと被写体との間の距離や角度が利用者の持ち方で変わ
ってしまうので、撮影画像にひずみやピンボケが起きないように、映像を見ながら被写体
に対してカメラレンズを平行にして尚且つピントが合う高さに調節する必要があった。
【特許文献１】特開2006-229894号公報（公開日は2006年8月31日）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　携帯電話を持たないユーザ、携帯電話の操作に不慣れなユーザにとっても、安価に提供
できて、操作が簡単であるツール、を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明に従って、被写体上において不可視イメージを発光させた状態で、被写体上にお
いて不可視イメージが内在する位置を観測しながら、不可視イメージを撮影することので
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きる装置が提供される。この装置に従えば、装置の基体を被写体上に直接的に置かれるこ
とができ、観測窓を通じて、周囲光を採り入れて被写体上に存在する可視イメージを直接
的に観測できると共に、被写体上において不可視イメージが前記発光体からの光によって
発光された状態を直接的に観測できる。
【発明の効果】
【００１５】
　部品点数も少なく非常に安価に、不可視イメージを撮影することのできる装置、または
、携帯型ブックマーカを作ることが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　図１は、本発明に従った、不可視イメージを撮影することのできる装置である、携帯型
２Ｄバーコードブックマーカが利用される実施形態を示す図である。
【００１７】
　本発明に従った、不可視イメージを撮影することのできる装置である、携帯型２Ｄバー
コードブックマーカ１０は、通常は単独で利用して印刷物にあるＱＲコードを撮影してブ
ックマークし、その後、ＰＣ３０のＵＳＢポート３２等に接続して撮影画像を転送して処
理し、ＰＣ３０のアプリケーションで利用するものである。また，ＵＳＢケーブル２４を
介して、携帯型２Ｄバーコードブックマーカ１０自身に設けられたＵＳＢコネクタ１１（
出力コネクタの一例）を通じてＰＣ３０に接続したままの状態では、そのままで、可視イ
メージや不可視イメージを扱うことができるＱＲコードリーダとして利用することも出来
る。ＰＣ３０は、ＰＤＡ等の幅広い外部デバイスであってよい。
【００１８】
　図２は、本発明に従った、不可視イメージを撮影することのできる装置である、携帯型
２Ｄバーコードブックマーカ１０の構成を示す図である。（Ａ）は正面図であり、その（
Ｂ）は側面図である。
【００１９】
　携帯型２Ｄバーコードブックマーカ１０の主たる構成としては、基体１２と、観測窓１
３とを有している。携帯型２Ｄバーコードブックマーカ１０は、内部にＣＭＯＳセンサ等
を利用した撮影用カメラ１４と、ブラックライトＬＥＤ１５とを有している。ブラックラ
イトＬＥＤ１５は、不可視イメージである不可視バーコードを発光させる不可視光線（ブ
ラックライトは紫外線光の一種）を発する発光体の一例であり、例えば、内蔵の電池１９
等によって発光させる動作を実現することができる。
【００２０】
　観測窓１３は、基体１２から延在させて、例えば、基体１２に接続された上半分が透明
で長方形のルーペのような形状を持つものとして実現できる。もっとも、周囲光を取り入
れて被写体上に存在する可視イメージを直接的に観測できるのであれば、必ずしも透明な
実体のあるものとして設ける必要はなく、また完全に透明である必要もなく半透明であっ
てもよく、さらには、観測ができるための単なる開口として設けてもよい。部分的にルー
ペの機能を持たせるという応用もあろう。
【００２１】
　カメラ１４は、基体１２に対して固定的に設定されている。ミラー１６が観測窓１３の
端部に設けられることで、発光体であるブラックライトＬＥＤ１５から発せられた光は、
ミラー１６において反射されて角度を変えて、図２の（Ｂ）に図式するように、被写体の
面上を照射させる。このよって、被写体上において不可視イメージが内在して（隠れて）
いれば、その不可視イメージを照射させて発光させることができる。
【００２２】
　ミラー１６と発光体であるブラックライトＬＥＤ１５との空間的位置は、基体１２が被
写体上に直接に置かれた際に、観測窓１３が被写体を覆う部分の被写体上に均等にブラッ
クライトの光が拡散できるように設定されていることが好ましい。図２ではブラックライ
トＬＥＤ１５が２個設定された例として示されているが、当業者であれば様々な数での個
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数・配置が設定できるであろう。
【００２３】
　また、「被写体上に直接的に置かれ」という表現は、基体１２の部分が被写体上に接触
して置かれるような場合に限らず、基体１２から延在する観測窓１３の部分が被写体上に
接触して置かれる場合、をも含む。図２の（Ｂ）では、被写体の面が基体１２と観測窓１
３との両方に接触している場合が例示されている。しかし、被写体上にスペーサや突起の
ような治具が間に設定されている場合もあり得る。要するに、ユーザが被写体に対してピ
ント合わせ等に熟練を要しないように、カメラと被写体上の撮影対象となる部分の位置関
係（相対距離）を常に一定にできるような工夫がなされているのであれば、「直接的に」
という要件を満たすのであって、「被写体上に直接的に置かれ」という表現は、本発明の
思想の範囲において、広く解釈されるべきである。カメラ１４が基体１２に対して「固定
的に設定され」ているという意味も、同様の趣旨において、広く解釈されるべきである。
【００２４】
　また、図２の（Ｂ)には図示されていないが、ブラックライトＬＥＤ１５から直接的に
はミラーに差し向けられないような間接的な光も、被写体上を間接的に照射することで、
発光に寄与している場合がある。当業者であれば、この図とは異なる態様に従って、例え
ば、ブラックライトＬＥＤの点灯によって発せられた光をミラーの方向に差し向けること
なく、被写体上に直接的に差し向ける設定で照射させることもできるであろう。
【００２５】
　以上、携帯型２Ｄバーコードブックマーカ１０の各構成要素は、当業者であれば可能な
限りにおいて、一体成型品として作成することもできるであろう。
【００２６】
　図３は、本発明に従った、不可視イメージを撮影することのできる装置、または、携帯
型２Ｄバーコードブックマーカが、被写体上で利用されて、不可視イメージが発光された
状態を示す図である。
【００２７】
　被写体である新聞紙面上に可視イメージとして存在している記事の上に、ユ－ザのスイ
ッチ１８の長押しによって発せられる光によって発光されて見えるようになったＱＲコー
ドのイメージが示されている。ＱＲコードのイメージは、周辺の記事との関連性をもって
その存在を位置付けられている場合もある。
【００２８】
　ブラックライトＬＥＤ１５が消灯しているときに基体に設けられたスイッチ部（指で押
している部分で図２の１８）を長押しすると、ブラックライトＬＥＤ１５が点灯してその
まま点灯し続ける。すなわち、スイッチ１８は、ユーザが操作する発光スイッチとしての
機能を果たす。新聞等の紙面の広い印刷物が被写体になる場合などに、ユーザが最初に行
うであろう行動としては、広い範囲の一体どのあたりの部分にバーコード等の情報が内在
して（隠れて）印刷されているかを直感的に見極めて探し出すことであろう。ブラックラ
イトＬＥＤ１５が点灯中のときに基体に設けられたスイッチ部（指で押している部分で図
２の１８）を長押しすると、ブラックライトＬＥＤ１５が消灯する。スイッチの使い方を
含む動作フローの詳細は、後述の図６にまとめられている。
【００２９】
　スイッチの応用例としては、ユーザが押した状態を維持している間だけ、不可視光線が
発せられた状態になっていることを感得させることができるようにしてもよい。また、ユ
ーザが押した状態を維持している間点灯して押すことをやめた後、適当な時間に限って点
灯し続けて消灯するようにしてもよい。このような応用例に従えば、消し忘れを防止する
こともできるため、特に、内蔵の電池１９等を小型・低容量のもので済ませようとする場
合には、その意義が大きいであろう。
【００３０】
　発光された不可視イメージである不可視バーコードは、観測窓１３を通じて直接的に観
測できるように設定されている。観測窓１３が周囲光を採り入れているので、被写体上の
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文字や写真等の可視イメージは、直接的に観測することができる。周囲光だけでは十分で
ないような場合には、適宜、補助光源を、外付けしたり、内蔵させるなどして、追加して
設定することもできるが、可視光については光源を特に設けなくても済むことは、部品点
数を少なくし、非常に安価な構成にすることに貢献する。
【００３１】
　観測窓１３は、直接的に観測を行うことができるように設定されていればよく、直接的
に観測できる方向は、真正面の方向には限らず、少なくとも１の方向から観測できるので
あればよい。例えば、覗き見防止フィルタのようなものを観測窓に設定して、観測のでき
る方向を制限することもできる。また、観測窓１３との関係でフィルタを設けて、そのフ
ィルタの種類を変えることによって、可視イメージの強弱、不可視イメージの強弱、など
の調節に対応可能である。
【００３２】
　再び、図２との関係で説明すると、被写体上に存在する可視イメージと、発光された不
可視イメージは、ミラー１６で反射されて、カメラの前面に設定された光学系１７（典型
的には、レンズ）へ導かれ、さらに、カメラ１４へと導かれる。もっとも、光学系１７は
、カメラ１４の一部に含まれた態様で存在している場合もあり得る。ここでスイッチ１８
を短く押すと、ＱＲコードは被写体上の可視イメージである背景画像とともに撮影された
ＱＲコードのイメージは、基体１２内の基板２０の中に設けられたメモリにファイルとし
て保存して蓄えることができる。すなわち、スイッチ１８は、ユーザが操作する撮像スイ
ッチとしての機能を果たす。
【００３３】
　スイッチ１８の長押しによって、ＱＲコードのイメージの内在する位置が観測できれば
、最終的にスイッチ１８を短く押すという別の操作によって、撮影を簡易に済ますことが
できる。このように、同じスイッチ１８の操作を、親指だけで済ますことができることは
ユーザビリティ上も好ましい。また、押す時間の長さの調節だけによって２通りに使い分
けることは、部品点数を少なくして非常に安価にすることにも役立つ。もっとも、ユーザ
による親指の位置を変える操作が許され、その方が好ましいとうことであれば、発光スイ
ッチと撮像スイッチとを別々に区別した位置に別々に設けることも可能である。
【００３４】
　図４は、被写体上から、ミラーから反射されて、カメラに撮影されることになる、発光
されたＱＲコードのマッピング・イメージ例を示す図である。
【００３５】
　ミラー１６を通じて得られるイメージは、観測窓１３から直接的に観測しているイメー
ジとは異なり、被写体の面からマッピングされたイメージになる。すなわち、光学系１７
やカメラ１４の方向へと光を導くものであるため、結果として、観測窓１３から観測でき
る方向とは異なる方向から方向から入射されてくるイメージとなる。
【００３６】
　本発明の携帯型２Ｄバーコードブックマーカでは、印刷物など被写体上に存在するＱＲ
コードの上に、直接ブックマーカが直接的に置かれて利用できるため、カメラと被写体上
の撮影対象となる部分の位置関係（相対距離）を常に一定にできる。従って、撮影される
イメージが、どのようにマッピングされてくるのか、どのように歪んで捉えられることに
なるのかが予め分かっているので、その空間的位置関係が精度よく得られている。この特
性を利用してブックマーカ用ソフトで逆演算を行い、撮影したイメージから正しいイメー
ジを再構築して利用することができる。
【００３７】
　図５は、ブックマーカ用ソフトで逆演算を行い、撮影されたマッピング・イメージから
被写体上に内在していた正しいイメージを再構築する過程を描いた模式図である。
【００３８】
　はじめに図４の中央にあるミラーに写ったイメージを切り出し（Ａ）、これに横方向の
歪みの補正を行い（Ｂ）、次に縦方向の歪みの補正を行った後、ミラーイメージの補正で
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上下の反転（Ｃ）を行っている。
【００３９】
　線形に変換できない場合には、予めカメラの画素がミラーに写る前のイメージの何処に
対応するかの変換テーブルを持つことで、それを参照してイメージを再構築していくこと
もできる。
【００４０】
　再び図１に戻ると、基板２０上にはＵＳＢポートがあってマスストレージクラスとして
動作するため、ＵＳＢポート１１からＰＣ３０に接続するとリムーバブルディスクとして
撮影したイメージのファイルが図４のように見える。ＰＣ３０にインストールされたブッ
クマーカ用ソフトは，この画像から電子スクラップシステム（特開2006-229894号公報）
の方式を利用して、可視イメージと不可視イメージとが混在した内容からＱＲコードのイ
メージに相当する部分の抽出を行い、ＱＲコードデコーダで処理してアプリケーションで
利用することができる。
【００４１】
　ブックマーカ用ソフトで逆演算を行い、撮影されたマッピング・イメージから正しい画
像を再構築する機能はＰＣ３０（図１）上で実現されるため、この携帯型２Ｄバーコード
ブックマーカ１０の側では、単純に歪んだまま撮影された画像をメモリに保存するだけで
よい。
【００４２】
　ミラー１６は、発光させた状態の不可視イメージを含んでいればよい。当業者であれば
、本発明の技術的思想の範囲内において、適宜、その角度を調節して設定することができ
る。カメラのファインダーのように、観測窓１３の上面に撮影枠を設け、その枠内に発光
させた状態の不可視イメージが入っている範囲においては、不可視イメージがミラーに全
て写っている（であろう）ことをガイドすることもできる。
【００４３】
　携帯型２Ｄバーコードブックマーカ１０は、新聞や雑誌の気になる情報をブックマーク
するため、通常は単体で利用するが、このＵＳＢコネクタ１１にＵＳＢケーブル２４を介
してＰＣ３０に接続すると、従来のＵＳＢカメラのようにしてＱＲコードを読むことが出
来る。また、ＵＳＢポートの代わりにＳＤメモリなどのメモリカードを搭載してもよく、
この場合はメモリカードを介してＰＣ３０にデータを転送し利用する。
【００４４】
　また、図示はしていないが、この観測窓１３を基体１２に対してヒンジ取付けにして、
観測窓１３をヒンジによって跳ね上げることに連動して光学系１７のピントが変わる機構
にしておくなど、（ミラー１６の反射機能を利用することなく、従って、ミラー１６に焦
点を合わせることなく）通常のＵＳＢカメラとして利用する（兼用する）ことが出来るよ
うにすることもできる。その場合、光学系１７は、ミラー１６から導かれるものではない
イメージについても、カメラ１４へと導くことに対応する。さらには、光学系１７に対し
て変動ピント機構をもたせることは、当業者には容易であろう。
【００４５】
　被写体上との間の全ての空間的位置関係は、携帯型２Ｄバーコードブックマーカ１０が
その基体１２が被写体上に直接的に置かれることが想定されており、携帯型２Ｄバーコー
ドブックマーカ１０の機器の内部についても、基体１２に対して撮影するカメラ１４の箇
所が固定的に設定されている。よって、ユーザは、撮影されている（であろう）イメージ
のピント合わせを気にする必要がない。このため、部品点数も少なく非常に安価にブック
マーカを作ることが可能となる。例えば、１ＧＢのＵＳＢメモリキーに３５万画素のＣＭ
ＯＳセンサカメラを搭載してパッケージすることができた。
【００４６】
　本発明を利用すると、新聞や雑誌に印刷されているＱＲコードを可視、不可視に関わら
ずにブックマークして、あとからＰＣ３０等を利用して欲しい記事や情報、関連する製品
やサービスを購入することが可能となる。ＱＲコードのイメージは、周辺の記事との関係
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で位置付けられている場合もあるので、一緒に取り込んでおくことの技術的意義は大きい
。
【００４７】
　また、ＵＳＢケーブル２４を介してＰＣ３０等と接続し、教育用の教材書籍からより詳
細な情報や映像を提供するサービスや、テーマパーク等でのチケットやパンフレット、場
合によっては、手の甲に印刷した不可視ＱＲコードから情報を読み取り、新たなサービス
を提供するシステムに利用することも可能である。
【００４８】
　図６は、本発明の携帯型２Ｄバーコードブックマーカの動作フローの例を示す図である
。
【００４９】
　Ｓ１００において、ユーザのスイッチ１８の操作によって、スイッチが押される。Ｓ１
０２において、スイッチが２秒（所定時間の一例）以上経過して押されている場合には、
長押しであるとして、Ｓ１０４に進み、ＬＥＤ１５が消灯中だった場合にはＳ１１０でＬ
ＥＤ１５が点灯したままの状態に維持される。そもそもＬＥＤ１５が点灯中であった場合
にはＳ１１２でＬＥＤ１５が消灯になる。
【００５０】
　Ｓ１０２において、スイッチが押された状態が２秒以上経過しなかった場合には、短く
押されたものと判断されて、Ｓ１０６に進み、イメージが撮影される。ＬＥＤ１５の点灯
中に２秒未満で短く押されるとカメラのシャッターとなり、何度でもシャッターを切るこ
とができる。シャッターが動作する時には、ユーザの便宜のために、音を鳴らすようにし
てもよい。Ｓ１０８に進み、撮影された画像について、（例えば、自動的に割り振られた
）ファイル名が付けられてメモリに保存される。
【００５１】
　図７は、本発明に従って、携帯型２ＤバーコードブックマーカがＰＣに接続されて動作
する、ブックマーカ用ソフトの動作フローの例を示す図である。
【００５２】
　Ｓ２００において、携帯型２Ｄバーコードブックマーカ１０の機器がＰＣ３０のＵＳＢ
ポート３２等に接続されると、Ｓ２０２においてイメージがメモリに保存されているかど
うかが認識される。この点、前回に接続された時点と比較して、新たなイメージが追加さ
れている場合にのみＹｅｓと判断させてもよい。Ｓ２０４においてイメージがメモリに保
存されている場合には、携帯型２Ｄバーコードブックマーカ１０の機器からイメージが読
み出される。Ｓ２０８においてＱＲコードが抽出される。Ｓ２１０において抽出されたＱ
Ｒコードがデコ－ドできる等、撮影されたイメージが不要になれば、携帯型２Ｄバーコー
ドブックマーカ１０の機器の側にあるメモリから、該当するイメージを消去することで、
メモリの容量を節約することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】本発明に従った、不可視イメージを撮影することのできる装置である、携帯型２
Ｄバーコードブックマーカが利用される実施形態を示す図である。
【図２】本発明に従った、不可視イメージを撮影することのできる装置である、携帯型２
Ｄバーコードブックマーカ１０の構成を示す図である。（Ａ）は正面図であり、その（Ｂ
）は側面図である。
【図３】本発明に従った、不可視イメージを撮影することのできる装置、または、携帯型
２Ｄバーコードブックマーカが、被写体上で利用されて、不可視イメージが発光された状
態を示す図である。
【図４】被写体上から、ミラーから反射されて、カメラに撮影されることになる、発光さ
れたＱＲコードのマッピング・イメージ例を示す図である。
【図５】ブックマーカ用ソフトで逆演算を行い、撮影されたマッピング・イメージから被
写体上に内在していた正しいイメージを再構築する過程を描いた模式図である。
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【図６】本発明の携帯型２Ｄバーコードブックマーカの動作フローの例を示す図である。
【図７】本発明に従って、携帯型２ＤバーコードブックマーカがＰＣに接続されて動作す
る、ブックマーカ用ソフトの動作フローの例を示す図である。
【符号の説明】
【００５４】
１０　携帯型２Ｄバーコードブックマーカ
１１　ＵＳＢコネクタ（出力コネクタの一例）
１２　基体
１３　観測窓
１４　カメラ
１５　ブラックライトＬＥＤ
１６　ミラー
１７　光学系
１８　スイッチ
１９　電池
２０　基板
２４　ＵＳＢケーブル
３０　ＰＣ（外部デバイスの一例）
３２　ＵＳＢポート

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】

【手続補正書】
【提出日】平成21年2月19日(2009.2.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１】
　被写体上において不可視イメージを発光させた状態で、被写体上において不可視イメー
ジが内在する位置を観測しながら、不可視イメージを撮影することのできる装置であって
、
　被写体上に直接的に置かれることができる、基体と、
　基体から延在していて、周囲光を採り入れて被写体上に存在する可視イメージを直接的
に観測できる、観測窓と、
　不可視イメージを発光させる不可視光線を発する、発光体と、
　ミラーと、
　光学系と、
　基体に対して固定的に設定された、カメラとを有し、
　前記観測窓は、被写体上において不可視イメージが前記発光体からの光によって発光さ
れた状態を、少なくとも１の方向から直接的に観測できるように設定されていて、
　前記ミラーは、前記発光させた状態の不可視イメージを含んでいる前記少なくとも１の
方向とは異なる方向から入射されるイメージを反射して、前記イメージの横方向の歪みと
縦方向の歪みとの両方が歪んだままにマッピングされたイメージを前記光学系へと導くよ
うに設定されていて、
　前記光学系は、前記ミラーから導かれるマッピング・イメージを、前記カメラへと導く
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ように設定されている、
　前記装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１０】
　請求項１記載の装置を利用して、被写体上において発光された不可視イメージを再構築
する方法であって、
　請求項１記載の装置から、前記発光させた状態の不可視イメージを含んでいる撮影され
たマッピング・イメージを受け取るステップと、
　受け取ったマッピング・イメージを、予め分かっている空間的位置関係である前記ミラ
ーの設定に従って横方向の歪みと縦方向の歪みとの両方を補正することによって、前記被
写体上における不可視イメージに再構築するステップと、を有する
　前記方法。
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第４８条の１３第２項）により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。
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